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独
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よ
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報告第９号 
 
 

専決処分の報告について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙専決処分書のとおり処分したの

で、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
  令和６年６月４日提出 
 
                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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専  決  処  分  書

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分

する。

専決第５号 損害賠償の額及び和解について

理 由 別記事故について、損害賠償の額を決定し和解するため

  令和６年４月２３日

丹波篠山市長 酒 井 隆 明

7



報告第１０号 
 
 

専決処分の報告について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙専決処分書のとおり処分したの

で、同条第２項の規定により報告する。 
 
 
  令和６年６月４日提出 
 
                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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専  決  処  分  書 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会の議決により指定された市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分

する。 
 
 
 専決第６号  損害賠償の額及び和解について 
 
 理   由  別記事故について、損害賠償の額を決定し和解するため 
 
 
  令和６年５月１０日 
 
                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明 
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議案第３６号 

 

丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

（平成２８年篠山市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年６月４日提出 

 

                    丹波篠山市長 酒 井 隆 明    
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議案第３７号 

 

丹波篠山市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市附属機関設置条例（平成２７年篠山市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

 

別表市長の部篠山再生計画推進委員会の項を次のように改める。 

丹波篠山市財政持続的発展計画

推進委員会 

丹波篠山市財政持続的発展計画の推

進についての審議 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 
２ 丹波篠山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１１年篠山市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 
    別表篠山再生計画推進委員会の項中「篠山再生計画推進委員会」を「財政

持続的発展計画推進委員会」に改める。 
 

 

令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第３８号 

 

丹波篠山市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

丹波篠山市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例（令和４年丹

波篠山市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１項中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第３９号 

 

丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

丹波篠山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１１年篠山市条例第１

３４号）の一部を次のように改正する。 

 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１０条関係） 

 産業廃棄物処理手数料 

種別 取扱区分 手数料 備考 

産業廃棄物（市

の処理施設へ

自ら搬入する

場合に限る。） 

動植物性残渣 １０キログラムに

つき ２００円 

１０キログラム未

満の端数が生じた

場合は、その端数を

四捨五入する。 

廃プラスチック類 

医療系感染性廃棄

物 

１０キログラムに

つき ２５０円 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 市内事業所が請け負う市内の事業で排出されたコンクリート破片等埋立物

については、令和７年６月３０日までの間に限り、なお従前の例による。 

 

 

令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第４０号 

 

丹波篠山市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

丹波篠山市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例（平成２７年

篠山市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「第４３条第１号」を「第４３条」に改める。 

第３条第２号中「第６条の２の２第４項」を「第６条の２の２第３項」に改

め、同条第３号中「第６条の２の２第６項」を「第６条の２の２第５項」に改

める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

  令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第４１号 

 

丹波篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 

丹波篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年篠山市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 

第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項中

「２０人」を「１５人」に、「３０人」を「２５人」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるとき

は、当分の間、この条例による改正後の丹波篠山市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４

４条第２項及び第４７条第２項の規定は、適用しない。この場合において、

この条例による改正前の丹波篠山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び

第４７条第２項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効

力を有する。 

 

 

  令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第４２号 

 

兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、兵

庫県町議会議員公務災害補償組合規約を次のとおり変更することについて協議

する。 

よって、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

 

  

令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  

 

 

兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部を変更する規約 

 

兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約（昭和４３年兵庫県指令地第１６５

５号）の一部を次のように変更する。 

 

第３条の２第２号を次のように改める。 

(2) ２以上の町の区域の全部又は一部をもって市を置いた場合における当該

市の議会議員 

第４条中「神戸市中央区下山手通４丁目１６番３号」を「神戸市中央区東川

崎町１丁目３番３号」に改める。 

 

附 則 

この規約は、令和６年７月１日から施行する。 
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議案第４３号 

 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、令和

６年７月１日付けで事務所の位置の変更に伴い、兵庫県市町村職員退職手当組

合規約を次のとおり変更することについて協議する。 

よって、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  

 

 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

 

兵庫県市町村職員退職手当組合規約（昭和３０年兵庫県告示第１９７号の１

２）の一部を次のように変更する。 

 

 第４条中「神戸市中央区下山手通４丁目１６番３号、兵庫県民会館内」を「兵

庫県神戸市中央区東川崎町１丁目３番３号、神戸ハーバーランドセンタービル

内」に改める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和６年７月１日から施行する。 
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議案第４４号 

 

財産の無償譲渡について 

 

次のとおり財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 譲渡する財産 

  土地 

   所在地 丹波篠山市三熊字はしこ７５９番１ 

   地 目 墓地 

   地 積 １２４㎡ 

   評価額 ３，６８０円 

 

２ 譲渡の相手方 

丹波篠山市三熊３５１番地 

三熊自治会 

自治会長 田口 健治 

 

 

令和６年６月４日提出 

 

                     丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第４５号 

 

財産の無償譲渡について 

 

次のとおり財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 譲渡する財産 

  土地 

所在地 丹波篠山市立金字長谷南山５４番 

   地 目 墓地 

   地 積 ７９３㎡ 

   評価額 ２３，５３６円 

 

２ 譲渡の相手方 

丹波篠山市立金１７３番地１ 

立金自治会 

   自治会長 桐山 元彦 

 

 

令和６年６月４日提出 

 

                     丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第４６号 

 

水槽付消防ポンプ自動車購入契約について 

 

水槽付消防ポンプ自動車の購入について、下記のとおり購入契約を締結する

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１１年篠山

市条例第６６号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

                 記 

 

１ 契約の目的   水槽付消防ポンプ自動車購入 

 

２ 契約の方法   指名競争入札 

 

３ 契約金額    ３３，６３６，２１０円 

 

４ 契約の相手方  朝来市和田山町玉置４６１番地 

          有限会社 西垣消防器具製作所  

          代表取締役 西垣雅彰 

 

 

令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第４７号 

 

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約について 

 

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）の購入について、下記のとおり購入契約を

締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号

及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１

１年篠山市条例第６６号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

                 記 

 

１ 契約の目的   消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 

 

２ 契約の方法   指名競争入札 

 

３ 契約金額    ２７，３２９，６６０円 

 

４ 契約の相手方  朝来市和田山町玉置４６１番地 

          有限会社 西垣消防器具製作所  

          代表取締役 西垣雅彰 

 

 

令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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議案第４８号 

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、

次のように兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更するため、兵庫県

内の全ての市町と協議する。 

よって、地方自治法第２９１条の１１の規定により議会の議決を求める。 

 

 

令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  

 

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年兵庫県指令市振第２２９７

号）の一部を次のように変更する。 

 

第４条中「に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる」を

「及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行う

ものとされた後期高齢者医療の事務及びそれに付随する」に改め、同条ただし

書及び各号を削る。 

第１７条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。 

別表第１を削り、別表第２を別表とする。 

 

附 則 

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 
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議案第４９号 

 

   高規格救急自動車購入契約について 

 

 高規格救急自動車の購入について、下記のとおり購入契約を締結するため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１１年篠山市条例第６

６号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   高規格救急自動車購入 

 

２ 契約の方法   指名競争入札 

 

３ 契約金額    ３８，４４７，５５０円 

 

４ 契約の相手方  神戸市須磨区大池町３丁目１－１ 

          兵庫トヨタ自動車株式会社 

          特販営業所 所長 白根浩司 

 

 

  令和６年６月４日提出 

 

丹波篠山市長 酒 井 隆 明  
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